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科学捜査研究所研究職の職名について（例規通達）

対号 科学捜査研究所研究職の職名等について

（例規通達・平成４年７月２４日（務）第

３０号）

刑事部科学捜査研究所に勤務する職員の職名について、下記のとおり整理し、平成１６年３月

２５日から実施することとしたので、周知されたい。

なお、対号例規通達は、廃止する。

記

科学捜査研究所研究職の職名

職 の 区 分

首 席 研 究 官 管 理 官

研 究 管 理 官 副 参 事

研 究 主 幹 科 長 及 び 主 幹

研 究 主 査 係 長 及 び 主 査

研 究 主 任 主 任

研 究 員 係

注 左欄に掲げる研究職には、右欄に掲げる職を充てるものとする。

平成１６年３月１５日

A 0 0 0 1項 目 コ ー ド

３０年保 存 期 間

廃 棄 年 月 日 平 成 ４ ６ 年 ３ 月 ２ ５ 日

組織・法制係担 当 係

（務）第３号


